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第１章 総  則 

 

第１条（適用範囲） 

この仕様書は、「柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業

務委託」（以下「業務」という。）に適用する。 

本業務の実施に際しては、契約書及び仕様書並びに関係法規に準拠し、発注者の指示に従

い、正確に実施しなければならない。 

 

第２条（業務の目的） 

全国的に進展する人口減少の加速化と超高齢化に伴う問題の多発化や深刻化など、都市

計画を取り巻く情勢は大きく変化している。本市においても、こうした社会経済情勢の変化

など取り巻く環境は変化しており、特に、持続可能な都市づくりに向けたコンパクトなまち

づくりなど、都市計画に関わる政策が転換の時期を迎えている。 

本業務は、これらの状況を踏まえて立地適正化計画及び都市計画マスタープランを見直

し、時代に即した都市計画の方針を策定することを目的として実施するものである。 

 

第３条（業務の範囲） 

本業務の範囲は、柏崎都市計画区域とする。 

 

第４条（履行期限） 

１ 令和８年度（２０２６年度） 

  本業務の委託契約締結日から令和９年（２０２７年）年３月２５日まで 

２ 令和９年度（２０２７年度） 

令和９年（２０２７年）４月上旬から令和１０年（２０２８年）３月２４日まで 

本業務は２か年を予定している。令和９年度（２０２７年度）の市及び国の予算が確

保できた場合かつ本業務の成果が良好であると判断した場合に限り、随意契約による

継続委託を行う。 

 

第２章 業務内容 

 

第５条（業務内容） 

本業務の内容は、以下の通りとする。 

 

１ 立地適正化計画見直し支援 

【１年目作業】 

⑴ 計画見直しに向けた情報収集・整理 

ア 計画準備 

業務の実施に際し、基本方針を整理し、速やかに業務計画書を作成する。 

イ 上位関連計画の整理 

     本市の上位関連計画等の位置づけを整理する。 

   ウ 都市計画関連プロジェクトの整理 

現行計画策定以降に本市が実施してきた各種都市計画事業の実施状況を整理す

るとともに、庁内関係課で検討されている関連プロジェクトについて整理する。 
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⑵ 中間評価 

ア 関連データの収集 

中間評価を行うにあたり、実施事業に関する情報や人口、公共交通利用者数等の

関連データ収集を行い整理する。 

イ 指標の評価 

収集した関連データを用いて各種指標の検証を行い、達成状況や今後の見通し

について評価を行う。 

ウ 効果の評価 

指標の評価結果を踏まえ、効果の発出状況や今後の見通しについて評価を行う。 

 

⑶ 都市計画審議会開催支援 

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の見直し案に関する審議資料を作成

する。（３回想定） 

 

⑷ 報告書とりまとめ 

上記の調査、検討結果及び都市計画マスタープラン見直し支援作業について、報告

書としてとりまとめを行う。 

 

【２年目作業】 

⑴ 立地適正化計画見直し検討 

中間評価結果を踏まえ、本計画に示す将来像の実現と目標の達成を目指すため、計

画内容の見直しを行う。 

ア 立地適正化計画推進の課題整理 

指標や効果の評価結果から、現行計画における取り組み内容の課題を整理する。 

イ 誘導施設、誘導施策等見直し検討 

上記の課題を踏まえ、誘導施設の設定や立地適正化計画に示す誘導施策の妥当

性・有効性、各誘導区域の妥当性を整理し、必要に応じて見直しを検討する。 

ウ 防災指針の見直し検討 

災害リスクの状況について、最新のデータへの更新作業を行う。また、防災まち

づくりの将来像及び具体的な取組について、具体的な事業等の進捗状況も踏まえ

ながら、必要に応じて見直しを検討する。 

エ 立地適正化計画見直し 

誘導施設や誘導施策、指標や効果について見直しを行い、立地適正化計画へ反映

する。 

 

  ⑵ 立地適正化計画の策定 

   ア 計画書の作成 

     各種検討結果を反映した立地適正化計画の計画書を作成する。 

イ 概要版の作成 

   市民等への周知を目的とした概要版を作成する。 

 

⑶ 報告書とりまとめ 

上記の調査、検討結果及び都市計画マスタープラン見直し支援作業について、報告

書としてとりまとめを行う。 
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２ 都市計画マスタープラン見直し支援 

【１年目作業】 

⑴ 計画準備 

業務の実施に際し、基本方針の整理及び必要な資料の収集を行う。 

     

  ⑵ 現行計画の評価検証と都市づくりにおける課題の整理 

   ア 現行計画の評価検証 

     現行計画に示されている整備方針等について、評価検証を行う。 

   イ 都市づくりにおける課題の整理 

現行計画の検証結果及び上記の住民意向調査結果の現況分析結果を踏まえ、本

市が抱える都市づくりにおける課題を整理する。 

 

⑶ 全体構想案の検討 

ア 将来都市像と都市づくりの目標検討 

上記で整理した都市づくりにおける課題を解決するため、都市計画マスタープ

ランにおける都市の将来像及び都市計画の目標、将来の都市構造を検討する。 

イ 都市計画の方針 

本市の都市づくりの基本方針（全体構想）として、都市計画の理念と構想に基づ

き、以下に示す分野ごとの都市計画の構想を検討する。 

（ア）土地利用構想 

（イ）交通ネットワーク構想 

（ウ）公園・緑地整備構想 

（エ）都市環境整備構想（景観、都市防災、環境保全） 

 

 

【２年目作業】 

⑴ 地域別構想案の検討 

ア 地域別の目標と基本方針 

地域ごとの都市づくりの課題を解決するため、地域の将来目標及び基本方針を

検討する。（８地域） 

イ 地域別の整備方針 

全体構想に示す都市計画の方針を踏まえ、土地利用や交通体系、都市施設整備、

防災等の地域別のまちづくりの基本方針を検討する。また、立地適正化計画との整

合性に留意し、誘導区域に関連する地域については各地域における立地誘導の方

針を検討する。 

 

⑵ 実現化方策の検討 

都市計画マスタープランに示す将来像の実現に向けた実現化方策や、計画の進捗

確認に向けた PDCA サイクル等のあり方について検討する。 

 

⑶ 都市計画マスタープランの策定 

 ア 計画書の作成 

前年度に検討した全体構想編について、地域別構想検討における内容のフィー

ドバックを行い、都市計画マスタープランの計画書を作成する。 

イ 概要版の作成 

   市民等への周知を目的とした概要版を作成する。 
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第３章 提出書類 

第６条（着手時提出書類） 

受託者は業務着手にあたって次の書類を提出するものとする。 

１ 管理技術者等選任届 

２ 業務工程表 

 

第７条（実施体制） 

本業務遂行においては、受託者は以下技術職員の配置をおこなうものとする。 
なお、以下技術職員は受託者と恒常的な雇用関係のある者とし、兼務は不可とする。 
１ 管理技術者 

管理技術者は、下記いずれかの資格要件を満たす者とする。 
⑴ 技術士（部門：総合技術監理部門，科目：建設－都市及び地方計画） 
⑵ 技術士（部門：建設部門，選択科目：都市及び地方計画） 
⑶ ＲＣＣＭ（登録技術部門：都市計画及び地方計画）の資格保有者 

 ２ 照査技術者 
照査技術者は、下記いずれかの資格要件を満たす者とする。 

⑴ 技術士（部門：総合技術監理部門，科目：建設－都市及び地方計画） 
⑵ 技術士（部門：建設部門，選択科目：都市及び地方計画） 
⑶ ＲＣＣＭ（登録技術部門：都市計画及び地方計画）の資格保有者 
 

 

第４章 打ち合わせ 

第８条（協議打ち合わせ） 

受託者は業務計画について発注者と十分な協議打ち合わせを行った後、業務に着手する

ものとする。また、打ち合わせの時期及び回数は、以下に示すものとするほか、必要に応じ

て適宜行う。 

【１年目】 

１ 業務着手時  １回 

２ 中間打合せ  ３回 

３ 成果品納入時 １回 

【２年目】 

１ 業務着手時  １回 

２ 中間打合せ  ３回 

３ 成果品納入時 １回 

 

 

 

第５章 成果品 

第９条（成果品） 

提出する成果品は、以下に示すとおりとする。 

１ 報告書(Ａ４サイズ、コピー製本）                   ２部 

２ その他(根拠資料、参考資料、成果品データ(CD-R))       １式 

  特に指定するものを除き、原則マイクロソフト社ワード及びエクセル、パワーポイント
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で作成する。ただし、計画書当に含む図及びイラストデータ等については、ワード等に添

付できるものとする。なお、イラストレーター、GIS で作成したデータも提出するものと

し、データ形式等は委託者と協議するものとする。 

第 10条（成果品の帰属） 

成果品はすべて発注者の所有として発注者の承認を得ないで他に公表、貸与してはなら

ない。 

 

第 11 条（成果品の瑕疵） 

受託者は業務完了後においても、受託者の責めに帰すべき理由による成果品の不良箇所

が発見された場合は、すみやかに受託者の責任において訂正、補足及びその他必要な処置を

とらなければならない。 

 

 

第６章 その他 

第 12条（受託者の責務） 

 １ 受託者は、本業務の履行に当たり、業務の目的・趣旨等を十分に理解した上で、本仕

様書及び関係法令、基準、規定等を遵守し、最高の知識、知見を発揮して業務を遂行し

なければならない。 

 ２ 受託者は、本業務の実施に当たり委託者と詳細な協議を行い、作業を進めるものとす

る。また、委託者と綿密な連絡を取り、業務を遂行しなければならない。 

 ３ 本仕様書は、本業務に必要な基礎的事項のみを示したものであり、これらに記載され

ていない事項であっても、必要と認められるものについては、受託者が責任をもって充

足しなければならない。 

 

第 13 条（業務の再委託） 

 受託者は、本業務の履行にあたり、業務の全部又は大部分を一括して第三者へ委託し、又

は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者に書面により承諾を得た場合は、こ

の限りでない。 

 

第 14 条（契約の変更） 

 受託者からの申出による業務内容等の変更に伴う契約の変更は、原則として行わない。た

だし、受託者の責めに帰すことのできない理由により、契約の変更の必要が生じた場合には、

この限りでない。 

第 15条（成果品の権利） 

 １ 本業務により作成した成果品の著作権、特許権、使用権等の諸権利は、委託者に帰属

するものとする。 

 ２ 履行期間終了後、本業務により得られた成果品を始めとする各種資料について、受託

者は、保持しないこととする。 

 

第 16 条（検査） 

 １ 受託者は、成果品の引渡しに当たっては期限を遵守し、かつ、委託者の検査を受けな

ければならない。 

 ２ 受託者は、成果品の検査において委託者から訂正を指示された場合は、直ちに訂正し

なければならない。 

 ３ 成果品の引渡し後において、受託者の責めに帰すべき誤りが発見された場合は、受託
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者の責任において所要の訂正又は修正を行わなければならない。 

 

第 17 条（契約金額の支払） 

 １ 受託者は、第 16条第 1項の規定による検査に合格したときは、契約金額の支払を請

求することができる。 

 ２ 委託者は、受託者が提出する適法な請求書を受領した日から起算して３０日以内に

契約金額を一括して受託者に支払うものとする。 

 

第 18 条（参考資料の貸与） 

１ 本業務の実施にあたり必要となる次の関係資料等については、委託者より受託者に

貸与するものとする。 

 ⑴ 柏崎市第六次総合計画（令和 8（2026）年 3月） 

  ⑵ 柏崎市都市計画マスタープラン（平成 22(2010)年 3月） 

  ⑶ 柏崎市立地適正化計画（令和 4(2022)年 3 月） 

  ⑷ 柏崎市公共交通計画（令和 4(2022)年 2月） 

  ⑸ 柏崎市公共施設等総合管理計画（令和 8(2026)年 2月） 

  ⑹ 柏崎市空家等対策計画（第 2期）（令和 8(2026)年 4月） 

  ⑺ 都市再生整備計画（柏崎中央・比角地区） 

⑻ 柏崎市現庁舎跡地等中心市街地活性化方策検討調査報告書（平成30(2018)年3月） 

  ⑼ 柏崎市新庁舎周辺等活性化方策検討基礎調査(平成 29(2017)年 3月) 

  ⑽ 柏崎市都市計画マスタープラン中間年次における進捗状況(平成 31(2019)年 2 月) 

⑾ 本市が所有する GIS データ（Shape ファイルは別表のとおり） 

  ※⑴～⑺については、本市ホームページを参照のこと。  

２ 受託者は、貸与された関係書類を外部に漏らしてはならない。また、業務完了後は速

やかに返還しなければならない。 

３ 受託者は、業務に文献等その他の資料を引用する場合、その出典名を必ず明記するも

のとする。 

 

第 19 条（契約の解除） 

 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。 

１ 受託者が契約に違反し、又は業務を受託する者として、委託者が不適切であると認め

たとき。  

２ 委託者の事情により、この契約を解除する必要があると認めたとき。 

３ 受託者が次のいずれかに該当したことが判明したとき。 

  ⑴ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。）であると認められたとき。 

  ⑵ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

れるとき。 

  ⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

  ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

  ⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 
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⑹ 前項の規定により契約を解除する場合は、受託者が被る被害について、委託者は一

切その責めを負わないものとする。 

 

第 20 条（損害賠償責任） 

 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その損害を委託者又は被害者に賠償し

なければならない。ただし、その損害の発生が受託者の責めに帰することができない場合に

は、この限りではない。 

１ 本業務の実施に際し、委託者又は第三者に損害を与えたとき。 

２ 契約が解除された場合において、受託者が委託者に損害を与えたとき。 

 

第 21 条（秘密の厳守） 

１ 受託者は、本業務で知り得た全ての事項について秘密を厳守し、委託者の承認なしに

他に漏らしたり、転用したりしてはならない。 

２ 受託者は、成果品を他人に閲覧させ、複写又は譲渡してはならない。ただし、委託者

の承認を得たときはこの限りでない。 

 

第 22 条（個人情報の取扱い） 

 受託者は、本業務の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

１ 本業務上において取得した個人情報の機密保持に関し、個人情報の漏えい、滅失又は

破損の防止その他の適切な措置を講じること。 

２ 再委託を行う際は、個人情報の適切な管理を行う能力を有するものに行うものとし、

あらかじめ委託者の承諾を得ること。 

３ 本業務の利用目的以外に利用しないこと。 

４ 個人情報の漏えい等の事案が発生した場合、速やかに委託者に報告を行い、被害者の

拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 

５ 本業務の履行期間終了後、個人情報が記載されている媒体が不要となったときは、個

人情報の復元又は判読が不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うこと。 

６ 委託者が貸与した個人情報は、本業務履行期間終了後速やかに返却すること。 

 

第 23 条（疑義） 

受託者は、本業務の実施に当たり、疑義を生じた場合は、速やかに委託者に報告し、指示

を受けるものとする。 
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別表 

NO データ名 備考 

1 都市計画 DID 地区（R2）  
用途地域  
都市計画施設（道路、公園 等）  
都市計画区域  
地域地区（用途地域、準防火地域）  
市街地開発事業  
都市計画法に基づく開発許可  
都市機能誘導区域、居住誘導区域  

2 災害ハザー
ド 

津波ハザードマップ  
洪水ハザードマップ  
土砂災害特別警戒区域・警戒区域等  
避難所及び避難場所等  

3 都市施設 国・県・市の行政施設  
医療・保険施設 
（総合病院、医院・診療所、薬局） 

 

子育て支援施設（保育園・幼稚園等）  
教育施設（小中学校、高等高校、大学、 
専門学校、養護学校） 

小中学校は学校区含む 

社会福祉施設（高齢者、障害者等）  
コミュニティセンター コミュニティ区域、町

内会区域含む 
商業施設（食料品、ドラッグストア、コ
ンビニ等） 

 

銀行・郵便局  
スポーツ施設  
その他公共施設（図書館、博物館等）  
国・県・市道、公園、除雪路線  

4 公共交通 バス路線、バス停 １時間あたり３本以上
停車するバス停情報含
む 

鉄道、鉄道駅 

 

 


